
 
 

多面的機能支払事業の活用と取組みの推進について 
 
 
（１）取組への考え方 

 
○ 農村地域の高齢化や人口減少等により、農地法面の草刈りや水路の泥上げなど、

地域の共同活動等によって支えられてきた、国土保全や水源涵養、集落機能維持など

の多面的機能は、十分に発揮されない状況にあります。 

このような中、国は農業を産業として強化していく「産業政策」と車の両輪をなす

「地域政策」として、既存の農地・水保全管理支払交付金事業の組み替え拡充を行い、

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮の観点から、地域内の農業者が共同で取

り組む地域活動に対して支援を行う「多面的機能支払」を創設しました。 

県では、東日本大震災や原子力災害の影響から早期に脱却し、一刻も早い震災前ま

での復興とさらなる発展のため、競争力と収益性の高い農業経営と力強い農業構造の

実現を目指すとともに、今後とも、多面的機能が適切に発揮されるよう、農業者等が

共同で行う地域活動を積極的に支援する。 

 
（２）土地改良区に対する期待 

                                                                               
○ 土地改良区は、農業水利施設等を広域的に把握し全体のバランスを考慮した高い

施設管理能力を有していることから、その高い管理能力を活かした本制度への主体的

な取り組みを期待している。 
農地水に取り組む活動組織を支援している土地改良区は、まだまだ数少ないため、

人員等を含む土地改良区の状況を考慮しながら、本制度に多数取り組んでいただける

よう働きかけていきたい。 
 
  
（３）農地・水保全管理支払交付金の未取組地域への普及 

 
○ 農家のみの組織化による活動も事業対象となったことから、既存の推進体制や土

地改良区に加え、農家と直接対話し指導を行っている農業振興普及部門及びＪＡ組織

等と連携を密にし、震災によりいまだ取組を再開できない活動組織を含めて、農地・

水保全管理支払の未取組地域への拡大を図って行きたい。 
 
 
（４）既存の農地水活動組織への対応  

 

市町村や活動組織に対して説明会を開催するなど丁寧な情報提供を行い、現在農地

水に取り組んでいる組織のスムーズな移行に努めるとともに、新たに取り組みを希望

する組織に対しては、組織の立ち上げや計画書・協定書の作成等、必要な手続きや事

務処理に遺漏のないよう指導し、一刻も早く事業が開始出来るように支援する。 
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　【 多面的機能支払想定区域図 】
　平成２６年度 (旧) 農地・水保全管理支払交付金（共同活動支援）の取組計画

計 田 畑 草地

福島県内の農振農用地面積　【 A = １５０,０００ ha 】 35,278 28,834 6,320 124

　平成２６年度（新）多面的機能支払交付金の取組計画

Ａ ： （旧）農地・水保全管理支払交付金実施予定面積
◎ 多面的機能支払交付金（農地維持支払）計上面積

【　A = ６１，７３５ ｈａ  】 　　　　（　A = ３５，２７８ ha ⇒ 農振農用地の２３．５％　)

B ： 平成２５年度米の直接支払交付金対象農用地　（水田）
Ｈ２５米の直接支払交付金対象農用地（水田）
【 A = ５５ ２９１ ｈａ 】 （ A = ５５ ２９１ ｈａ ⇒ 農振農用地の３６ ８％ ）

平成２６年度多面的機能支払事業の取組予定について

交付金対象面積（ha）
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【 A = ５５,２９１ ｈａ 】 　　　（　A = ５５，２９１ ｈａ ⇒ 農振農用地の３６．８％　）

◎ 多面的機能支払交付金（農地維持支払）計上面積

 　　平成２５年度米の直接支払交付金対象農用地（水田）＋旧農地水（畑）＋旧農地水（草地）

　　　　平成２６年度取組予定農用地  　　＝　５５，２９１　＋　６，３２０　＋　１２４　＝　６１，７３５ ha
　　　　　　　【 A = ３５,２７８ ｈａ 】

　　　　（　A = ６１，７３５ ｈａ ⇒ 農振農用地の４１．１％　）
　　　【　農地維持支払＋資源向上支払　】
　　　　　　（　３，０００　＋　２，４００　） ◎ 多面的機能支払交付金（資源向上支払交付金）計上面積

 　　平成２６年度（旧）農地・水保全管理支払交付金実施予定面積
( 水田 28,834 ha ）

　　　　（　A = ３５，２７８ ha ⇒ 農振農用地の２３．５％　)
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